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【手続補正書】
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【補正の内容】
【００１６】
　なお、本明細書では、固体電解質層のバルク抵抗および電極の反応抵抗を間接的に評価
する目的で、単セルの抵抗を参照している。単セルとは、１つの正極と１つの負極とこれ
らの間に介在する固体電解質層とを備える１組の電池（セル）を意味する。全固体電池が
、複数の正極および／または複数の負極を備え、正極と負極とが固体電解質層を介して積
層された積層セルを含む場合には、積層セルについて抵抗を測定し、固体電解質層の個数
で除することで、単セルの抵抗を算出してもよい。なお、積層セルには、１つの正極と２
つの負極とを含むセルや２つの正極と１つの負極とを含むセルも含まれる。これらのセル
は、固体電解質層を２つ含むため、セル全体の抵抗を算出し、２で除することにより単セ
ルの抵抗を算出すればよい。
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